
福 岡 県 弓 道 連 盟 規 約

制定 昭和 29 年 4 月 25 日

改正 昭和 30 年 6 月 9日・ 31年 2月 19 日・ 31年 6 月 3 日・

34 年 5 月 17 日・ 36 年 2 月 5 日・ 42年 4 月 1 日

46 年 5月 16 日・ 48年 5 月 13 日

平成 8年 5月 26 日・ 16 年 5 月 23 日・ 17 年 5 月 22 日

22 年 3月 20 日・ 26年 3 月 8 日

(名 称)

第 １条 本連盟は、福岡県弓道連盟という。

(事務所)

第 ２条 本連盟の事務所は、会長の指定する場所におく。

(目 的)

第 ３条 本連盟は、公益財団法人全日本弓道連盟に加盟し、弓道の普及振興に努め、

会員の体位向上とスポーツ精神の涵養を諮り、以て社会文化の進展に寄与する

ことを目的とする。

(事 業)

第 ４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

１ 公益財団法人全日本弓道連盟及び全九州弓道連盟連合会の事業への参加。

２ 公益財団法人福岡県体育協会に加入し、その事業への参加。

３ 県内弓道の普及振興に関する事業及び調査。

４ 段位、級位の地方審査及び連合審査並びに称号段位の推薦。

５ 弓道競技会、研修会及び講習会等の開催。

６ 学校弓道及び警察その他職域の弓道の振興のための援助並びに調査。

７ その他必要な事業。

(組 織)

第 ５条 本連盟は、福岡県内の弓道団体又は学校弓道部に所属する弓道愛好者で

本連盟の目的に賛同し、第１０条に定める地区(以下「地区」という）または

教職員支部を通じ本連盟に会費を納入する者(以下「会員」という）をもって

組織する。

(役 員)

第 ６条 本連盟に次の役員を置く。

１ 会長 １名

２ 副会長 若干名

３ 事務局長（理事） １名

４ 常務理事 若干名

５ 理事 若干名

６ 監事 ４名

７ 評議員 若干名
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（役員の選任）

第 ７条 役員は、次の方法によって選任する。

１ 会長及び副会長は、会員のうちから評議員会において選任し、理事を兼ねる。

２ 事務局長及び常務理事は、会員のうちから会長が理事に諮って委嘱する。

３ 理事・監事及び評議員は、各地区から同数ずつを、前２号の役員以外の会員の

うちから選任し、会長が委嘱する。この場合において、監事は理事を兼ねてはなら

ない。

４ 前各号に規定する役員以外に関係機関の職員等を評議員会において理事又は

評議員に選任することがある。

（役員の任期）

第 ８条 役員の任期は、２ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 役員は、任期終了後であっても後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

４ 役員が交替した場合は、１週間以内に事務の引き継ぎを行うものとする。

（役員の職務権限）

第 ９条 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

３ 事務局長は、会長の命を受け、常務理事を指揮し日常の会務を総括する。

４ 常務理事は、事務局長の指揮を受け日常の会務を掌理する。

５ 理事は、理事会を構成し、本連盟の業務を審議し、これを執行する。

６ 監事は、会計経理の状況を監査する。

７ 評議員は、会員の意志を代表し、本連盟の運営に関する重要事項を審議する。

（地 区）

第１０条 本連盟は、県内を次のとおり四つの区域に分かち、それぞれの区域をもって地区

とする。

１北九州地区 北九州市・行橋市・豊前市・中間市・遠賀郡・京都郡・築上郡の区域

２筑 豊地区 直方市・飯塚市・田川市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡

の区域

３福 岡地区 福岡市・朝倉市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・

糸島市・古賀市・福津市・筑紫郡・糟屋郡・朝倉郡の区域

４筑 後地区 大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・

うきは市・みやま市・三井郡・三瀦郡・八女郡の区域

(地区長)

第１１条 前条に定める地区にそれぞれ地区長をおく。

２ 地区長は、第７条３号に規定する当該地区選出の理事のうちから地区の推薦に基

づき会長が委嘱する。

３ 地区長は、当該地区における本連盟の事業の推進を掌る。
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(名誉会長・顧問及び参与)

第１２条 本連盟に名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。

２ 名誉会長は、理事会で推薦し、評議員会の同意を得て会長が委嘱する。

３ 顧問及び参与は、弓道に貢献した者又は弓道に理解ある学織経験者で会長が

推薦する者を理事会に諮って委嘱する。

４ 名誉会長は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。

５ 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ重要な事項につき意見を述べることができる。

(理事会)

第１３条 理事会は理事を以て構成し、評議員会に提案する議案並びに事業の執行に必要な

事項を審議する。

２ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(評議員会)

第１４条 評議員会は、理事及び評議員を以て構成し、毎年 3月に通常評議員会、

5月に定期評議員会を開くこととする。

２ 通常評議員会は次の事項を審議する。

(1)次年度事業計画の決定

(2) 規約の改正

(3) 第７条第１号及び第４号の規定による役員の選任並びに決定

(4) その他重要な事項

３ 定期評議員会は、総会の性格を有し次の事項を審議する。

(1)予算及び地区分担金の額の決定並びに決算の承認。

(2)規約の改正

(3)その他重要な事項

４ 定期・通常評議員会のほか必要に応じ臨時に評議員会を開くことがある。

５ 監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

(会議の招集及び議事)

第１５条 理事会及び評議員会の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。

２ 会議は、その会を構成する人員の２分の１以上の出席

(委任状を提出した者を含む)がなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席者の２分１以上で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。

４ 会議においては議事録を作成し、議長及び出席者の代表２名が署名捺印の上これ

を保存するものとする。

(会 計)

第１６条 本連盟の経費は、次の収入を以て支弁する。

１ 各地区の分担金

２ 事業に伴う収入

３ 寄付金

４ その他の収入
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(事業年度)

第１７条 本連盟の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

(書記の設置)

第１８条 本連盟の事務を処理させるため、会長は理事会に諮って書記を置くことがある。

(細部の規定)

第１９条 本連盟規約の施行について必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。

(附 則)

この規約は、昭和２９年４月２９日から施行する。

(中間の｢改正規約｣の施行規約は省略)

(附 則)

この改正規約は、平成２６年３月８日から施行する。
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